
号

外�十九
平

成
二
十
七
年

四

月

一

日

目

次

規

則

○
岐
阜
県
特
定
診
療
科
医
師
研
修
資
金
貸
付
規
則

(

地
域
医
療
推
進
課)

一
ペ
ー
ジ

規

則

岐
阜
県
特
定
診
療
科
医
師
研
修
資
金
貸
付
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
七
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
五
十
二
号

岐
阜
県
特
定
診
療
科
医
師
研
修
資
金
貸
付
規
則

(

総
則)

第
一
条

県
は
、
県
内
で
医
師
が
特
に
不
足
し
て
い
る
診
療
科
に
係
る
地
域
医
療
の
確
保
を
図
る
た
め
、

特
定
の
診
療
科
の
専
門
性
に
関
す
る
研
修(

以
下｢

専
門
医
研
修｣

と
い
う
。)

を
受
け
て
い
る
医

師
で
あ
っ
て
、
専
門
医
研
修
の
修
了
後
に
県
内
の
医
療
機
関(

医
療
法(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二

百
五
号)

第
一
条
の
五
に
規
定
す
る
病
院
又
は
診
療
所
を
い
う
。
以
下
同
じ
。)

に
お
い
て
同
法
第

三
十
条
の
四
第
二
項
第
五
号
イ
か
ら
ヘ
ま
で
に
掲
げ
る
医
療
に
係
る
業
務(

以
下
単
に｢

業
務｣

と

い
う
。)

に
従
事
す
る
こ
と
に
よ
り
地
域
医
療
に
貢
献
す
る
意
思
の
あ
る
も
の
に
対
し
て
専
門
医
研

修
に
必
要
な
研
修
資
金(

以
下｢

研
修
資
金｣

と
い
う
。)

を
貸
し
付
け
る
も
の
と
し
、
そ
の
貸
付

け
に
関
し
て
は
、
こ
の
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

(

貸
付
け
の
対
象
者
等)

第
二
条

研
修
資
金
の
貸
付
け
の
対
象
者
は
、
医
師
法(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
一
号)

第
十
六

条
の
二
第
一
項
の
臨
床
研
修
の
修
了
後
に
、
国
内
で
専
門
医
研
修
を
受
け
て
い
る
医
師(

以
下｢

専

門
研
修
医｣
と
い
う
。)

で
あ
っ
て
、
専
門
医
の
認
定
を
受
け
た
後
、
貸
付
け
を
受
け
よ
う
と
す
る

期
間
に
相
当
す
る
期
間
、
県
内
の
医
療
機
関
に
お
い
て
、
次
に
掲
げ
る
診
療
科(

以
下｢

特
定
診
療

科｣

と
い
う
。)
の
業
務
に
従
事
す
る
意
思
の
あ
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
専
門
医
研
修
に
関
し
、

他
の
同
種
の
資
金
の
貸
付
け
又
は
支
給
を
受
け
て
い
る
者
は
、
貸
付
け
の
対
象
者
と
し
な
い
。
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一

産
婦
人
科

二

小
児
科

三

救
急
科

四

麻
酔
科

２

研
修
資
金
の
貸
付
け
を
受
け
る
者
の
数
は
、
毎
年
度
予
算
の
範
囲
内
で
知
事
が
決
定
す
る
。

(

研
修
資
金
の
貸
付
額
及
び
貸
付
期
間)

第
三
条

研
修
資
金
の
貸
付
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
専
門
研
修
医
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に

定
め
る
額
と
す
る
。

一

前
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
診
療
科
に
係
る
専
門
研
修
医

月
額
二
十
万
円

二

前
条
第
一
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
診
療
科
に
係
る
専
門
研
修
医

月
額
十
万
円

２

研
修
資
金
を
貸
し
付
け
る
期
間
は
、
専
門
医
研
修
を
修
了
す
る
ま
で
の
期
間
と
し
、
三
年
を
超
え

る
こ
と
が
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
知
事
が
特
に
認
め
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

(

貸
付
け
の
申
請)

第
四
条

研
修
資
金
の
貸
付
け
を
受
け
よ
う
と
す
る
者(
以
下｢

貸
付
申
請
者｣

と
い
う
。)

は
、
研

修
資
金
貸
付
申
請
書(

別
記
第
一
号
様
式)

に
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
、
知
事
に
提
出
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

履
歴
書

二

貸
付
申
請
者
の
住
民
票
の
写
し

三

専
門
医
研
修
計
画
書

四

専
門
医
研
修
を
行
う
医
療
機
関
の
開
設
者
又
は
管
理
者
の
推
薦
書

五

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
知
事
が
必
要
と
認
め
る
書
類

(

連
帯
保
証
人)

第
五
条

貸
付
申
請
者
は
、
申
請
に
当
た
り
連
帯
保
証
人(

以
下｢

保
証
人｣

と
い
う
。)

一
人
を
立

て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

貸
付
け
の
決
定)

第
六
条

知
事
は
、
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
研
修
資
金
貸
付
申
請
書
の
提
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
審
査

を
行
い
、
そ
の
結
果
を
文
書
に
よ
り
貸
付
申
請
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
研
修
資
金
貸
付
決
定
通
知
書(

別
記
第
二
号
様
式)

又
は
研
修
資

金
貸
付
不
承
認
決
定
通
知
書(

別
記
第
三
号
様
式)

に
よ
る
も
の
と
す
る
。

(

研
修
資
金
の
交
付)

第
七
条

第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
研
修
資
金
は
、
十
二
月
分
を
一
括
し
て
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
知
事
が
特
別
の
事
情
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
別
の
方
法
に
よ

り
交
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

(

借
用
証
書)

第
八
条

第
六
条
第
二
項
の
研
修
資
金
貸
付
決
定
通
知
書
の
交
付
を
受
け
た
者(

以
下｢

貸
付
決
定
者｣

と
い
う
。)

は
、
研
修
資
金
の
貸
付
け
を
受
け
た
後
、
直
ち
に
研
修
資
金
借
用
証
書(

別
記
第
四
号

様
式)

を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

届
出
義
務)

第
九
条

貸
付
決
定
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
届
出
書(

別
記
第
五
号
様

式)

に
そ
の
事
実
を
証
す
る
書
類
を
添
え
て
、
速
や
か
に
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

氏
名
又
は
住
所
を
変
更
し
た
と
き
。

二

専
門
医
研
修
を
中
断
し
た
と
き
。

三

専
門
医
研
修
に
堪
え
な
い
程
度
の
心
身
の
故
障
を
生
じ
た
と
き
。

四

専
門
医
研
修
を
再
開
し
た
と
き
。

五

保
証
人
の
氏
名
、
住
所
若
し
く
は
職
業
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
、
又
は
保
証
人
が
死
亡
し
、
破

産
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
、
そ
の
他
保
証
人
と
し
て
適
当
で
な
く
な
っ
た
と
き
。

六

専
門
医
研
修
に
関
し
、
他
の
同
種
の
資
金
の
貸
付
け
又
は
支
給
を
受
け
た
と
き
。

七

研
修
資
金
の
貸
付
け
を
受
け
る
こ
と
を
辞
退
す
る
と
き
。

２

研
修
資
金
の
貸
付
け
を
受
け
終
わ
っ
た
者(

以
下｢

借
受
人｣

と
い
う
。)

は
、
次
の
各
号
の
い

ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
届
出
書(

別
記
第
五
号
様
式)

に
そ
の
事
実
を
証
す
る
書
類
を
添
え

て
、
速
や
か
に
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
研
修
資
金
の
返
還
債
務
が
消
滅
し

た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

前
項
第
一
号
又
は
第
五
号
に
該
当
す
る
と
き
。

二

専
門
医
研
修
を
修
了
し
た
と
き
。

三

専
門
医
研
修
の
修
了
後
、
知
事
が
指
定
す
る
医
療
機
関
で
業
務
を
開
始
し
、
休
止
し
、
再
開
し
、

又
は
業
務
に
従
事
し
な
く
な
っ
た
と
き
。

四

専
門
医
の
認
定
を
受
け
た
と
き
。

五

業
務
に
従
事
す
る
医
療
機
関
を
変
更
し
た
と
き
。

３

借
受
人
は
、
毎
年
四
月
三
十
日
ま
で
に
業
務
等
状
況
報
告
書(

別
記
第
六
号
様
式)

を
知
事
に
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
研
修
資
金
の
返
還
債
務
が
消
滅
し
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で

な
い
。

４

貸
付
決
定
者
又
は
借
受
人
が
死
亡
し
た
と
き
は
、
保
証
人
は
、
直
ち
に
そ
の
旨
を
知
事
に
届
け
出
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な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(
保
証
人
の
変
更)

第
十
条

貸
付
決
定
者
又
は
借
受
人
は
、
保
証
人
が
死
亡
し
、
破
産
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
、
そ
の

他
保
証
人
と
し
て
適
当
で
な
く
な
っ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
代
わ
り
の
保
証
人
を
立
て
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

(

貸
付
け
の
決
定
の
取
消
し
等)

第
十
一
条

知
事
は
、
貸
付
決
定
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
研
修
資
金
の
貸

付
け
の
決
定
を
取
り
消
す
も
の
と
す
る
。

一

専
門
医
研
修
を
中
止
し
た
と
き
。

二

心
身
の
故
障
の
た
め
、
専
門
医
研
修
を
継
続
す
る
見
込
み
が
な
く
な
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

三

専
門
医
研
修
に
関
し
、
他
の
同
種
の
資
金
の
貸
付
け
又
は
支
給
を
受
け
た
と
き
。

四

研
修
資
金
の
貸
付
け
を
受
け
る
こ
と
を
辞
退
し
た
と
き
。

五

死
亡
し
た
と
き
。

六

前
各
号
に
掲
げ
る
ほ
か
、
研
修
資
金
の
貸
付
け
の
目
的
を
達
成
す
る
見
込
み
が
な
い
と
認
め
ら

れ
る
と
き
。

２

貸
付
決
定
者
が
専
門
医
研
修
を
中
断
し
た
と
き
は
、
中
断
し
た
日
が
属
す
る
月
の
翌
月
分
か
ら
専

門
医
研
修
を
再
開
し
た
日
が
属
す
る
月
ま
で
の
期
間
に
係
る
研
修
資
金
の
貸
付
け
を
行
わ
な
い
も
の

と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
期
間
に
係
る
研
修
資
金
と
し
て
既
に
交
付
し
た
研
修
資
金
が

あ
る
と
き
は
、
当
該
貸
付
決
定
者
が
当
該
専
門
医
研
修
を
再
開
し
た
日
が
属
す
る
月
の
翌
月
以
後
の

月
に
係
る
研
修
資
金
と
し
て
貸
し
付
け
ら
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

(

研
修
資
金
の
返
還)

第
十
二
条

借
受
人
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
事
由
が

生
じ
た
日
が
属
す
る
月
の
翌
月
か
ら
起
算
し
て
一
月
以
内
に
、
貸
付
け
を
受
け
た
研
修
資
金
の
額
に
、

貸
付
け
を
受
け
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
当
該
各
号
に
掲
げ
る
事
由
が
生
じ
た
日
ま
で
の
期
間

(

次
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
業
務
従
事
期
間
に
算
入
し
な
い
期
間
を
除
く
。)

の
日
数
に
応
じ
年
十

パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
で
計
算
し
た
利
息
の
額(

一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
金
額

を
切
り
捨
て
る
。)

を
加
え
た
額
の
総
額(

百
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
金
額
を

切
り
捨
て
る
。)

を
一
括
し
て
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
知
事
が
特
別
の
事
情
が
あ

る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
事
由
が
生
じ
た
日
が
属
す
る
月
の
翌
月
か
ら
起
算
し
て

研
修
資
金
の
貸
付
け
を
受
け
た
期
間
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
期
間(

第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
返
還
債
務
の
履
行
が
猶
予
さ
れ
た
と
き
は
、
こ
の
期
間
と
当
該
猶
予
さ
れ
た
期
間
と
を
合
算
し

た
期
間)

内
に
一
括
し
て
、
又
は
分
割
し
て
返
還
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
研
修
資
金
の
貸
付
け
の
決
定
が
取
り
消
さ
れ
た
と
き
。

二

次
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
返
還
債
務
の
当
然
免
除
の
条
件
を
満
た
さ
な
い
こ
と
と
な
っ
た
と

き
。

２

借
受
人
は
、
研
修
資
金
を
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
き
は
、
そ
の
事
由
が
生
じ
た
日
か
ら
起

算
し
て
二
十
日
以
内
に
研
修
資
金
返
還
明
細
書(

別
記
第
七
号
様
式)

を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

３

借
受
人
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
し
た
研
修
資
金
返
還
明
細
書
の
内
容
を
変
更
し
よ
う
と
す

る
と
き
は
、
そ
の
理
由
を
記
載
し
た
研
修
資
金
返
還
方
法
変
更
承
認
申
請
書(

別
記
第
八
号
様
式)

を
知
事
に
提
出
し
、
そ
の
承
認
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

返
還
債
務
の
当
然
免
除)

第
十
三
条

知
事
は
、
借
受
人
が
専
門
医
の
認
定
を
受
け
た
後
、
研
修
資
金
の
貸
付
け
を
受
け
た
期
間

の
二
倍
に
相
当
す
る
期
間(

借
受
人
が
専
門
医
研
修
の
修
了
後
に
大
学
院
の
医
学
を
履
修
す
る
課
程

に
在
学
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
は
、
貸
付
け
を
受
け
た
期
間
に
四
年
を
加
え
た
期
間)

内
に
お
い

て
貸
付
け
を
受
け
た
期
間
と
同
期
間
、
知
事
が
指
定
す
る
医
療
機
関
で
特
定
診
療
科
の
医
師
と
し
て

業
務
に
従
事
し
た
と
き
は
、
当
該
研
修
資
金
の
返
還
債
務
の
全
部
を
免
除
す
る
も
の
と
す
る
。

２

専
門
医
研
修
を
修
了
し
て
か
ら
専
門
医
の
認
定
を
受
け
る
ま
で
の
期
間
及
び
大
学
院
の
医
学
を
履

修
す
る
課
程
に
在
学
す
る
期
間
に
お
い
て
、
借
受
人
が
知
事
が
指
定
す
る
医
療
機
関
で
特
定
診
療
科

の
医
師
と
し
て
業
務
に
従
事
し
た
期
間
が
あ
る
場
合
は
、
当
該
期
間
を
前
項
の
規
定
に
よ
り
研
修
資

金
の
返
還
債
務
の
全
部
を
免
除
す
る
も
の
と
さ
れ
る
要
件
で
あ
る
業
務
に
従
事
し
た
期
間

(

以
下

｢

業
務
従
事
期
間｣

と
い
う
。)

に
算
入
す
る
も
の
と
す
る
。

３

前
項
に
規
定
す
る
業
務
従
事
期
間
の
計
算
は
、
当
該
業
務
従
事
期
間
の
初
日
が
属
す
る
月
か
ら
当

該
業
務
従
事
期
間
の
末
日
が
属
す
る
月
ま
で
の
月
数
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
業
務
従
事
期
間
の
末

日
が
属
す
る
月
に
お
い
て
再
び
業
務
に
従
事
す
る
こ
と
と
な
っ
た
と
き
は
、
そ
の
月
を
一
月
と
し
て

計
算
す
る
も
の
と
す
る
。

４

疾
病
、
災
害
、
出
産
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
理
由
の
た
め
、
借
受
人
が
業
務
に
従
事
す
る
こ
と
が

で
き
な
か
っ
た
期
間
が
あ
る
場
合
は
、
当
該
期
間
は
業
務
従
事
期
間
に
算
入
し
な
い
。

５

第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
借
受
人
が
、
業
務
に
起
因
す
る
死
亡
、
疾
病
そ
の
他
や
む
を
得

な
い
理
由
に
よ
り
当
該
業
務
を
継
続
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
き
は
、
当
該
研
修
資
金
の
返
還

債
務
の
全
部
を
免
除
す
る
も
の
と
す
る
。

(

返
還
債
務
の
裁
量
免
除)
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第
十
四
条

知
事
は
、
前
条
に
規
定
す
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
借
受
人
が
、
死
亡
、
疾
病
、
災
害
そ
の

他
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
業
務
に
従
事
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
と
き
、

又
は
研
修
資
金
の
返
還
が
困
難
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
当
該
研
修
資
金
の
返
還
債
務
の
全
部
又
は

一
部
を
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

(

返
還
債
務
の
免
除
の
申
請)

第
十
五
条

前
二
条
の
規
定
に
よ
り
研
修
資
金
の
返
還
債
務
の
免
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
借
受
人(

以

下｢

免
除
申
請
者｣

と
い
う
。)

は
、
研
修
資
金
返
還
免
除
申
請
書(

別
記
第
九
号
様
式)

に
免
除

を
受
け
る
資
格
を
有
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
類
を
添
え
て
、
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

返
還
債
務
の
免
除
の
決
定)

第
十
六
条

知
事
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
研
修
資
金
返
還
免
除
申
請
書
の
提
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、

こ
れ
を
審
査
し
、
そ
の
結
果
を
文
書
に
よ
り
免
除
申
請
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
研
修
資
金
返
還
免
除
決
定
通
知
書(

別
記
第
十
号
様
式)

又
は
研

修
資
金
返
還
免
除
不
承
認
決
定
通
知
書(

別
記
第
十
一
号
様
式)

に
よ
る
も
の
と
す
る
。

(

返
還
の
猶
予)

第
十
七
条

知
事
は
、
借
受
人
が
、
疾
病
、
災
害
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
り
研
修
資
金
の
返

還
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
事
由
が
継
続
す
る
期
間
、
研
修
資
金
の
返
還
債
務
の
履

行
を
猶
予
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
研
修
資
金
の
返
還
債
務
の
履
行
の
猶
予
を
受
け
よ
う
と
す
る
者(

以
下｢

猶

予
申
請
者｣

と
い
う
。)

は
、
研
修
資
金
返
還
猶
予
申
請
書(

別
記
第
十
二
号
様
式)

に
前
項
の
事

由
を
証
す
る
書
類
を
添
え
て
、
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

返
還
猶
予
の
決
定)

第
十
八
条

知
事
は
、
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
研
修
資
金
返
還
猶
予
申
請
書
の
提
出
が
あ
っ
た
と

き
は
、
こ
れ
を
審
査
し
、
そ
の
結
果
を
文
書
に
よ
り
猶
予
申
請
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
研
修
資
金
返
還
猶
予
決
定
通
知
書(

別
記
第
十
三
号
様
式)

又
は

研
修
資
金
返
還
猶
予
不
承
認
決
定
通
知
書(

別
記
第
十
四
号
様
式)

に
よ
る
も
の
と
す
る
。

(

延
滞
利
息)

第
十
九
条

借
受
人
は
、
研
修
資
金
を
返
還
す
べ
き
日
ま
で
に
返
還
し
な
か
っ
た
と
き
は
、
当
該
返
還

す
べ
き
日
の
翌
日
か
ら
返
還
の
日
ま
で
の
期
間
の
日
数
に
応
じ
、
返
還
す
べ
き
額
に
つ
き
県
税
の
延

滞
金
の
例
に
よ
り
計
算
し
た
延
滞
利
息(

百
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
金
額
を
切

り
捨
て
る
。)

を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

雑
則)

第
二
十
条

こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
研
修
資
金
の
貸
付
け
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
別
に

定
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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別記

第１号様式 (第４条関係)
研修資金貸付申請書

本

人

ふりがな
生年月日
及び年齢

年 月 日

(満 歳)氏 名

研修を受ける
診療科名

貸付申請額 月額 円

研修プログラム
名

主たる研修先
の医療機関の
名称及び住所

研修開始年月 年 月 修了予定年月 年 月

医籍登録番号 第 号
医籍登録
年 月 日

年 月 日

現住所及び電話
番号

〒
( ) ― 携帯電話 ― ―

帰省先住所及び
電話番号

〒
( ) ―

メールアドレス
携帯メール：
ＰＣメール：

貸付けを受けよ
うとする期間

年 月 日から 年 月 日まで

本研修資金以外の修学資金又は研修資金の受給について

１ 受けている (名称 )
２ 受ける予定がある (名称 )
３ なし

添 付 書 類

１ 履歴書
２ 貸付申請者の住民票の写し
３ 専門医研修計画書
４ 主たる研修を行う医療機関の開設者又は管理者の推薦書
５ その他知事が必要と認める書類
(１､ ２及び４に掲げる書類は､ 継続の貸付けを申請する場合にあっては､ 添付不要)

上記のとおり､ 岐阜県特定診療科医師研修資金の貸付けを受けたいので申請します｡
なお､ 貸付けを受けることとなったうえは､ 岐阜県特定診療科医師研修資金貸付規則の規定を遵守し､ 貸
付けを受けようとする期間に相当する期間､ 業務に従事することを誓います｡

年 月 日

申請者氏名 �
岐阜県知事 様
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上記の申請者が貸付けを受ける岐阜県特定診療科医師研修資金の返還債務については､ 本人と連帯して履
行することを保証します｡
なお､ 破産宣告は受けておりません｡

年 月 日

岐阜県知事 様

連
帯
保
証
人

住 所
電話番号
(自宅)

氏 名 � 生年月日
及び年齢

年 月 日
(満 歳)

職 業
本人との
続 柄

備考 ｢本研修資金以外の修学資金又は研修資金の受給について｣ の欄については､ 該当するものの数字を○
で囲んだうえで､ 所要事項を記入すること｡

貸
付
金
の
交
付
時
期

貸
付

期
間

貸
付

金
額

貸
付
決
定
番
号

研
修
資
金
貸
付
決
定
通
知
書

第
号

年
月

日

様

岐
阜
県
知
事

印□

年
月

日
付
け
で
申
請
の
あ
っ
た
岐
阜
県
特
定
診
療
科
医
師
研
修
資
金

の
貸
付
け
に
つ
い
て
は
､
下
記
の
と
お
り
貸
付
け
を
す
る
こ
と
に
決
定
し
ま
し
た
の
で
､
岐
阜

県
特
定
診
療
科
医
師
研
修
資
金
貸
付
規
則
第
６
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
通
知
し
ま
す
｡

記

年
月

年
月

～
年

月

円

第
号

第
２
号
様
式
(第
６
条
関
係
)

備
考
研
修
資
金
を
返
還
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
は
､
年
10％
の
利
息
が
加
算
さ
れ
ま
す
｡
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岐
阜
県
特
定
診
療
科
医
師
研
修
資
金
を
上
記
の
と
お
り
借
用
し
ま
し
た
｡

年
月

日

貸
付
決
定
番
号

第
号

住
所

氏
名�

岐
阜
県
知
事
様

借
用
期
間

借
用
金
額

研
修
資
金
借
用
証
書

年
月
～

年
月

円

第
３
号
様
式
(第
６
条
関
係
)

研
修
資
金
貸
付
不
承
認
決
定
通
知
書

第
号

年
月

日

様

岐
阜
県
知
事

印□

年
月

日
付
け
で
申
請
の
あ
っ
た
岐
阜
県
特
定
診
療
科
医
師
研
修
資
金
の
貸
付

け
に
つ
い
て
は
､
下
記
の
理
由
に
よ
り
不
承
認
と
決
定
し
ま
し
た
の
で
､
岐
阜
県
特
定
診
療
科
医
師
研

修
資
金
貸
付
規
則
第
６
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
通
知
し
ま
す
｡

記

理
由

第
４
号
様
式
(第
８
条
関
係
)

( ) 平成27年４月１日 岐 阜 県 公 報 号 外 �７



� � �� � �
届

出
内

容

届
出
事
項
の
発
生
年
月
日

届
出

事
項

３
そ
の
他

２
業
務
従
事
対
象
外
医
療
機
関

に
勤
務
し
て
い
ま
す
｡

１
業
務
従
事
対
象
医
療
機
関
に

勤
務
し
て
い
ま
す
｡

医
療
機
関

の
所
在
地

医
療
機
関

の
名
称

医
療
機
関

の
所
在
地

医
療
機
関

の
名
称

第
５
号
様
式
(第
９
条
関
係
)

届
出

書

年
月

日

岐
阜
県
知
事
様

届
出
者
(本
人
)
住
所

氏
名

�
連
絡
先
(電
話
番
号
)

貸
付
決
定
番
号

第
号

岐
阜
県
特
定
診
療
科
医
師
研
修
資
金
貸
付
規
則
第
９
条
第
１
項

第
２
項
の
規
定
に
よ
り
､
下
記
の
と

お
り
届
け
出
ま
す
｡

記

添
付
書
類

届
出
内
容
の
欄
に
記
載
す
る
事
実
を
証
す
る
書
類

第
６
号
様
式
(第
９
条
関
係
)

業
務
等
状
況
報
告
書

年
月

日

岐
阜
県
知
事
様

借
受
人
(本
人
)
住
所
氏
名

�
連
絡
先
(電
話
番
号
)

貸
付
決
定
番
号

第
号

岐
阜
県
特
定
診
療
科
医
師
研
修
資
金
貸
付
規
則
第
９
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
､
下
記
の
と
お
り
報

告
し
ま
す
｡

記

備
考１
業
務
従
事
対
象
医
療
機
関
と
は
､
岐
阜
県
特
定
診
療
科
医
師
研
修
資
金
貸
付
規
則
第
13条
第
１

項
の
知
事
が
指
定
す
る
医
療
機
関
を
い
う
こ
と
｡

２
上
記
１
か
ら
３
ま
で
の
う
ち
該
当
す
る
番
号
を
○
で
囲
み
､
所
要
事
項
を
記
入
す
る
こ
と
｡

３
現
在
の
状
況
を
証
す
る
書
類
を
添
付
す
る
こ
と
｡

４
毎
年
４
月
１
日
現
在
の
状
況
に
つ
い
て
記
載
す
る
こ
と
｡
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第７号様式 (第12条関係)

研修資金返還明細書

返 還 金 額 円

返 還 方 法 １ 一括払い ２ その他 ( 年賦・半年賦 )

返 還 期 間 年 月から 年 月まで 返 還 回 数 回

１回当たりの
返還額

第 １ 回 円 第２回以後 円

返 還 理 由 岐阜県特定診療科医師研修資金貸付規則第12条第１項第 号該当

この資金を借
用し研修を受
けた期間

年 月～ 年 月 ( か月)

上記のとおり､ 岐阜県特定診療科医師研修資金を返還します｡

年 月 日

岐阜県知事 様

借 受 人 住 所
氏 名 �
電話番号

連帯保証人 住 所
氏 名 �
電話番号

備考 返還方法は､ 該当するものを○で囲むこと｡
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第８号様式 (第12条関係)

研修資金返還方法変更承認申請書

返 還 金 額 円

返 還 方 法

現在 １ 一括払い ２ その他 (年 賦・半年賦)

今後 １ 一括払い ２ その他 (年 賦・半年賦)

返還金額の算出

借 受 金 額 円

既 返 還 額 円

既 免 除 額 円

返還方法変更後の返還金額 円

変更後の返還期間 年 月から 年 月まで
変 更 後 の
返 還 回 数

回

変更後１回当たり
の返還額

第１回 円 第２回以後 円

変更しようとする
理 由

上記のとおり､ 岐阜県特定診療科医師研修資金の返還方法を変更したいので申請します｡

年 月 日

岐阜県知事 様

借 受 人 住 所
氏 名 �
電話番号

連帯保証人 住 所
氏 名 �
電話番号

備考 返還方法は､ 該当するものを〇で囲むこと｡

号 外 � 岐 阜 県 公 報 平成27年４月１日 ( )10



第９号様式 (第15条関係)

(表面)

研修資金返還免除申請書

免 除 申 請 金 額 円

免 除 申 請 理 由

１ 岐阜県特定診療科医師研修資金貸付規則第13条第１項に該当
２ 業務に起因する死亡
３ 業務に起因する心身故障
４ 岐阜県特定診療科医師研修資金貸付規則第14条に該当
５ その他 ( )

借 受 金 額 円 既 返 還 額 円

既 免 除 額 円 返 還 額 円

理由発生年月日 年 月 日

研修修了年月日 年 月 日

上記のとおり､ 岐阜県特定診療科医師研修資金の返還債務の免除を受けたいので申請します｡

年 月 日

岐阜県知事 様

借 受 人 住 所
氏 名 �
電話番号

連帯保証人 住 所
氏 名 �
電話番号

( ) 平成27年４月１日 岐 阜 県 公 報 号 外 �11



(裏面)

業務に従事した期間及び医療機関

期間 医療機関

年 月から
年 月まで

医療機関名 電話番号 ( )
―

所 在 地

年 月から
年 月まで

医療機関名 電話番号 ( )
―

所 在 地

年 月から
年 月まで

医療機関名 電話番号 ( )
―

所 在 地

年 月から
年 月まで

医療機関名 電話番号 ( )
―

所 在 地

年 月から
年 月まで

医療機関名 電話番号 ( )
―

所 在 地

年 月から
年 月まで

医療機関名 電話番号 ( )
―

所 在 地

年 月から
年 月まで

医療機関名 電話番号 ( )
―

所 在 地

県内業務従事期間
合計

年 か月

備考
１ 添付書類は､ 次のとおりとする｡� 業務に従事した医療機関の名称､ 期間等を証する書類� 休職及び当該休職に係る期間を証する書類� 死亡又は退職の理由及び当該死亡又は退職に係る年月日を証する書類� その他知事が必要と認める書類
２ 免除申請理由は､ 該当するものの数字を○で囲むこと｡
３ 専門医研修の修了後に業務に従事した医療機関のうち､ 業務従事対象医療機関 (岐阜県特定診療科医師
研修資金貸付規則第13条第１項の知事が指定する医療機関をいう｡) を全て記入すること｡
４ 大学院在学期間がある場合は､ ｢医療機関名｣ に当該大学院の名称を記入すること｡

号 外 � 岐 阜 県 公 報 平成27年４月１日 ( )12



免
除
金
額

貸
付
期
間

貸
付
金
額

貸
付
決
定
番
号

円 円

第
号

第
10号
様
式
(第
16条
関
係
)

研
修
資
金
返
還
免
除
決
定
通
知
書

第
号

年
月

日

様

岐
阜
県
知
事

印□

年
月

日
付
け
で
申
請
の
あ
っ
た
岐
阜
県
特
定
診
療
科
医
師
研
修
資
金
の
返
還

債
務
に
つ
い
て
は
､
下
記
の
と
お
り
免
除
す
る
こ
と
に
決
定
し
た
の
で
通
知
し
ま
す
｡

記

第
11号
様
式
(第
16条
関
係
)研
修
資
金
返
還
免
除
不
承
認
決
定
通
知
書

第
号

年
月

日

様

岐
阜
県
知
事

印□

年
月

日
付
け
で
申
請
の
あ
っ
た
岐
阜
県
特
定
診
療
科
医
師
研
修
資
金
の
返
還
債

務
の
免
除
に
つ
い
て
は
､
下
記
の
と
お
り
不
承
認
と
決
定
し
た
の
で
通
知
し
ま
す
｡

記

理
由

( ) 平成27年４月１日 岐 阜 県 公 報 号 外 �13



第12号様式 (第17条関係)

研修資金返還猶予申請書

猶予申請金額 円

猶予申請期間 年 月 日から 年 月 日まで

猶予申請理由 １ 疾病 ２ 災害 ３ その他 ( )

この資金を借用
し研修を受けた
期間

年 月 ～ 年 月

借 受 金 額 円 既 返 還 額 円

既 免 除 額 円 返 還 未 済 額 円

上記のとおり､ 岐阜県特定診療科医師研修資金の返還債務の履行の猶予を受けたいので申請します｡

年 月 日

岐阜県知事 様

借 受 人 住 所

氏 名 �
電話番号

連帯保証人 住 所

氏 名 �
電話番号

備考 猶予申請理由は､ 該当するものの数字を○で囲み､ 所要事項を記入すること｡

号 外 � 岐 阜 県 公 報 平成27年４月１日 ( )14



返
還

期
間

返
還
猶
予
期
間

返
還
猶
予
金
額

貸
付
決
定
番
号

研
修
資
金
返
還
猶
予
決
定
通
知
書

第
号

年
月

日

様

岐
阜
県
知
事

印□

年
月

日
付
け
で
申
請
の
あ
っ
た
岐
阜
県
特
定
診
療
科
医
師
研
修
資
金

の
返
還
債
務
の
履
行
の
猶
予
に
つ
い
て
は
､
下
記
の
と
お
り
決
定
し
た
の
で
通
知
し
ま
す
｡

記

年
月

日

年
月

日
か
ら

年
月

日
ま
で

円

第
号

第
13号
様
式
(第
18条
関
係
)

第
14号
様
式
(第
18条
関
係
)研
修
資
金
返
還
猶
予
不
承
認
決
定
通
知
書

第
号

年
月

日

様

岐
阜
県
知
事

印□

年
月

日
付
け
で
申
請
の
あ
っ
た
岐
阜
県
特
定
診
療
科
医
師
研
修
資
金
の
返
還
債

務
の
履
行
の
猶
予
に
つ
い
て
は
､
下
記
の
と
お
り
不
承
認
と
決
定
し
た
の
で
通
知
し
ま
す
｡

記

理
由

( ) 平成27年４月１日 岐 阜 県 公 報 号 外 �15
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